
不利益処分の処分基準

処 分 の 内 容 利用の制限

所 管 部 課 係 名 いきいき健康部保健センター

根 拠 法 令 及 び 条 項 新座市保健センター条例第７条
（利用の制限）

第７条 市長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、保健センターの利用

を制限することができる。
保健センターの設置の目的に反すると認められるとき。
公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
保健センターの施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
その他保健センターの管理上支障があると認められるとき。
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１ 次に該当する場合は利用を制限する。
保健センターの設置の目的に反すると認められ

るとき。
公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認め

られるとき。
保健センターの施設及び設備を損傷するおそれ

があると認められるとき。
その他保健センターの管理上支障があると認め

られるとき。
２ 上記 から に該当する場合を例示すると次のと
おり。

健康づくりに関する事業、保健センター関係機関
との連携促進及び保健衛生活動の育成を推進する目
的とした利用を阻害すると認められるとき。
指定暴力団等その他の構成員が集団的に又は常

習的に反社会的な行動をとることを助長するおそれ
がある団体が使用するとき。
定員を超える利用のとき。
当該利用により建物や附帯設備等をき損又は滅

失するおそれがあると認められるとき。
火気の使用又は臭気、騒音等を発生させる使用を

する場合であって、これに対する対策が十分ではな
く、他の利用者や一般市民に危険が及ぶおそれがあ
ると認められるとき。
主として物品の販売又は宣伝若しくはこれらに

類似することを目的として使用するとき。
申請書類の記載事項に虚偽が認められるとき。
その他上記 ～ に準ずると認められるとき。
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